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R6.4.2経済財政諮問会議資料
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第３章中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

２．中期的な経済財政の枠組み

（財政健全化目標と予算編成の基本的考え方）
（略）予算編成においては、2025年度から2027年度までの３年間について、上記の基本的考え
方の下、これまでの歳出改革努力を継続する。その具体的な内容については、日本経済が新た
なステージに入りつつある中で、経済・物価動向等に配慮しながら、各年度の予算編成過程に
おいて検討する。（略）

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（５）地方行財政基盤の強化

（略）交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2024年
度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保して、地域における賃金と物価
の好循環の実現を支える地方行財政基盤の持続性を確保・強化する。

経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太方針2024）
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地方財政常任委員会アンケート調査（R6.4）における意見（公立病院経営安定化支援関係）

・新興感染症の対応等に当たって公立病院の担う役割は増しており、医師不足や不採算地区での経営などの条件不利地域にお
いても必要な医療を安定的に提供できるよう、措置の拡充が必要。令和６年度診療報酬改定では、ベアに対する一定の対応が
なされたが、物価高については若干の報酬アップにとどまり、医療機関の経営努力で対応することが困難な状況。物価高への
対応や、公立病院のコロナ対応に係る経営的損失について、交付金等による財政措置を行うなど、国において早急な対策を講
じる必要。

・燃料費高騰の影響を受け光熱費が高騰していることや施設管理等の委託料の増加などに伴い、厳しい経営状況。経済環境に
よる経営の激変に対応できるよう、引き続き財政支援等の充実を図るべき。

・物価高騰等の影響により経営面で苦境を迎えている三セク・公営企業等について、急速に進む少子高齢化や金融政策の見直
し等の社会経済情勢の変化を踏まえると、早期の経営改善が必須と考えられることから、自治体が経営支援を行うにあたり、
地方財政措置を講じることが必要。対象経費については、法的整理や廃止に限定せず、県が引き受けた債務の処理に要する経
費等を対象とすることや、三セク・公営企業等の経営安定化に繋がる出資金、貸付金を対象とすることが必要。

・５類移行後の病院収支は受療行動の変化や物価高騰等により大幅に悪化し、近い将来に資金不足となるリスクが顕在。一方、
医療需要の変化、病院DXの推進、ｻｲﾊﾞｰ攻撃の脅威の増大等、直面する新たな課題にも対応が必要。救急、高度医療等の不採
算部門等への交付税措置について、病院事業への基準内繰出額と交付税措置額が乖離。地域医療構想による医療機能の分化等
に対応するため、病院の統合再編を積極的に実施してきた公立病院群では、特に建築コストに係る交付税措置の拡充が資材価
格等の急騰に見合わず、多額の自主財源により建築コストを負担。材料費、経費等の増嵩を医業収益で賄いきれず、構造的に
収支均衡を図ることが困難な状況であり、地域医療を提供する公立病院群の経営基盤の安定化を図るため、所要の支援を講じ
る必要。

・診療報酬の改定が行われない中で、物価・人件費の高騰により、資金不足に陥る見込みとなったため、令和６年度予算で一
般会計から緊急貸付。災害以外でも経済環境による経営の激変に対応できるよう、令和６年度に創設される交通事業債（経営
改善推進事業）と同様の措置など支援の拡充が必要。

・コロナ関連の国庫補助事業縮小後もコロナ対応費用を要することに加えて、物価や人件費高騰の影響により資金が急激に減
少。今後も安定的に離島・へき地医療等の政策医療を実施していくために、公立病院における物価高騰等の急激な環境変化
に伴う資金不足額について資金手当するための企業債の措置等が必要。
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中央教育審議会 質の高い教師の確保特別部会（令和６年５月13日）「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のた
めの環境整備に関する総合的な方策について（審議のまとめ）【概要】（抜粋）
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総務省資料
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こども家庭庁資料
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令和５年１２月２２日 第９回こども未来戦略会議資料
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総務省自治財政局「令和６年度地方財政対策の概要」抜粋
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R6.1 デジタル田園都市国家構想実現会議事務局資料
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内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
内閣府地方創生推進事務局
令和５年８月29日発表資料（抜粋）
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令和６年度与党税制改正大綱（抜粋）

第一 令和６年度税制改正の基本的考え方

６．扶養控除等の見直し
（略）扶養控除の見直しにより、課税総所得金額や税額等が変化することで、所得税又は個人住民税におけるこれらの金額等
を活用している社会保障制度や教育等の給付や負担の水準に関して不利益が生じないよう、当該制度等の所管府省において適
切な措置を講じるとともに、独自に事業を実施している地方公共団体においても適切な措置が講じられるようにする必要があ
る。
具体的には、各府省庁において、今回の扶養控除の見直しにより影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、課税総所得金

額や税額等が変化することによる各制度上の不利益が生じないよう適切な対応を行うとともに、各地方公共団体において独自
に実施している事業についても同様に適切な対応を行うよう周知するなど所要の対応を行う必要がある。

第三 検討事項

５ 自動車関係諸税の見直しについては、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望を踏まえるとともに、「2050年カーボ
ンニュートラル」目標の実現に積極的に貢献するものでなければならない。その上で、自動車の枠を超えたモビリティ産業の
発展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有から利用への移行、地域公共交通へのニーズの高まり、ＣＡＳＥに代表さ
れる環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に
確保していくことを前提に、受益と負担の関係も含め、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期的な視点に立って
検討を行う。
その際、電気自動車等の普及や市場の活性化等の観点から、原因者負担・受益者負担の原則を踏まえ、また、その負担分で

モビリティ分野を支え、産業の成長と財政健全化の好循環の形成につなげるため、利用に応じた負担の適正化等に向けた具体
的な制度の枠組みについて次のエコカー減税の期限到来時までに検討を進める。また、自動車税については、電気自動車等の
普及等のカーボンニュートラルに向けた動きを考慮し、税負担の公平性を早期に確保するため、その課税趣旨を適切に踏まえ
た課税のあり方について、イノベーションへの影響等の多面的な観点も含め、関係者の意見を聴取しつつ検討する。

９ 電気供給業及びガス供給業に係る収入金額による外形標準課税については、地方税体系全体における位置付けや個々の地
方公共団体の税収に与える影響等も考慮しつつ、事業環境や競争状況の変化を踏まえて、その課税のあり方について、引き続
き検討する。
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税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築

令和６年度与党税制改正大綱

第一 令和６年度税制改正の基本的考え方

（略）東京一極集中が続く中、行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方公共団体間の税収の
偏在状況や財政力格差の調整状況等を踏まえつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築
に向けて取り組む。

経済財政運営と改革の基本方針2024（骨太方針2024）

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（５）地方行財政基盤の強化

（自治体ＤＸによる行財政の効率化等）
（略）東京一極集中が続く中、行政サービスの地域間格差が過度に生じないよう、地方公共団体間の税収の
偏在状況や財政力格差の調整状況等を踏まえつつ、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築
に向けて取り組む。（略）
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総務省資料
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総務省資料
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令和６年４月９日 財政制度等審議会資料
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令和６年４月９日 財政制度等審議会資料
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